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村
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の
沿
革

国
民
健
康
保
険
医
療
施
設

社
会
福
祉

社
会
福
祉
協
議
会

生
活
保
護
法
と
そ
の
活
動

民
生
委
員
法
と
そ
の
活
動

四

心老児母
身人童子
障福福福
害 祉祉祉
者
千晶
祉

五ー_，_
/ ..... 七八

国
民
年
金

面
河
村
青
少
年
問
題
協
議
会

面
河
村
住
民
セ
ン
タ
ー

九。

二
七
七
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七
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第
一
章

村

政

面
河
村
行
政
の
変
遷

し
た
。
そ
の
後
明
治
六
年
愛
媛
県
と
な
る
。

藩
政
時
代
、
我
が
面
河
村
は
松
山
藩
に
属
し
て
い
た
。
明
治
時
代
と
な
り
大
政
奉
還

・
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
明
治
四
年
松
山
県
に
所
属

明
治
二
十
二
年
町
村
制
実
施
に
よ
り
柏
野
村
・
大
味
川
村
と
な
り
、
そ
の
後
合
併
し
、

年
村
内
の
名
勝
面
河
渓
の
名
に
ち
な
ん
で
面
河
村
と
改
称
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

(
明
治
二
十
二
年
)
(
明
治
二
十
三
年
)
(
昭
和
九
年
〉

柏

野

村

l
一T

|
|
↓
柚
川
村
|
|
↓
面
河
村
↓
今
日
に
至
る

大
味
川
村

L

政

行
政
区
画

村

村
名
一
大

字
一

附

一

柏

野

一

前
組

・
相
ノ
峰

・
笠
方

・
渋
草

・
大
成

副
司
引
川
羽
恥
判
恥
川
引
副
利
副
山

名

大

組

第 l章

一
字
ず
つ
を
取
っ
て
柚
川
村
と
改
称
、
昭
和
九

249 
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議
案
第
四
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村
名
改
称
ノ
件

自

柚
川
村
ヲ
面
河
村
ト
改
称
ス
戸
モ
ノ
ト
ス

第 5編

理

柚
川
村
名
ノ
由
来
ハ
、
単

ニ
明
治
二
十
二
年
町
村
制
実
施
ノ
際
、
柏
野
村
ト
大
味
川
村
ノ
合
併
ニ
依
リ
両
村
ノ
一
字
宛
ヲ
取
リ
命
名
セ
シ
モ
ノ
ニ

シ
テ
、
史
跡
名
勝
ニ
何
等
起
因
ス
戸
所
ナ
シ

由

然
戸
二
本
村
ノ
地
勢

・
産
業

・
教
育

・
交
通

・
経
済
等
総
テ

ノ
発
展
ハ
面
河
川
ノ
流
域
ニ
起
源
ヲ
ナ

セ
リ
。
此
レ

全
ク
交
通
ノ
便
ヲ
得
タ
ル
'
モ
ノ
ニ

シ
テ
、
尚
将
来
ノ
発
展
モ
面
河

ニ
待
ツ
モ
ノ
大
ナ
リ

本
年
二
月
文
部
省
ハ
天
下
ノ
名
勝
地
ト
シ
テ
面
河
渓
ヲ
指
定
サ
V

タ
リ
、
サ
ナ
キ
ダ
ニ
面
河
渓
ノ
名
ハ
天
下

ニ
紹
介
宣
伝
サ

レ
今
ヤ
西
日
本
唯
一

ノ
渓
谷
美
ト
シ
テ
右

ニ
出
ズ
UY

モ
ノ
ナ
ク
、
探
勝
者
ハ
年
々
ソ
ノ
数
ヲ
増
シ
ツ

ツ
ア
リ

如
斯
面
河
ハ
今
ヤ
柏
川
村
ノ
面
河
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
天
下
ノ
面
河
ト
ナ
リ
タ
ル
'
モ
村
名
ト
一
致
セ
ザ
戸
タ
メ
不
便
少
ナ
カ
ラ
ズ
、
故

ニ
地
名
ト
実
状

一一
適
応
ス
戸
面
河
村
ト
改
称
セ
ン

ト
ス
戸
以
所
ナ
リ

昭
和
八
年
八
月
七
日
提
出

柚
川
村
長

重
見
丈
太
郎

昭
和
八
年
八
月
七
日
原
案
可
決

仙
川
村
会
議
長

仙
川
村
長

重
見
丈
太
郎
固



行
政
機
関
の
現
状

付

執
行
機
関

社
会
の
変
化
と
多
様
化
、
加
え
る
に
政
治
の
地
域
主
義
重
視
の
立
場
か
ら
、
近
年
殊
に
役
場
内
の
事
務
量
が
増
加
し
て
い
る
。
ち
な
み

に
大
正
十
三
年
当
時
の
役
場
内
の
分
掌
を
見
る
と
六
名
の
職
員
の
分
担
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

大
正
十
三
年
役
場
事
務
分
掌

村
長

名

収
入
役
会
計

一
名

書
記

一
名

(庶
務

・
兵
事

・
土
木
・

社
寺
)

二
名

一
名

(戸
籍

・
学
事

・
社
会

・
衛
生
)

雇

名

(税
務
・
土
地
)

技
手

(
勧
業
)

名

政

大
正
十
年
の
記
録
に
よ
る
と

「
役
場
事
務
数
量
は
年
と
共
に
増
加
し
昨
年
中
の
取
扱
事
務
件
数
左
の
如
し」

二
、
三
八
七
件
J

一
計
四
三
五
五
件

一
、
九
六
八
件
¥

収
受

村

発
送

第 1章

事
務
分
掌
に
関
す
る
条
例

ヘ
昭
和
五
十
二
年
三
月
二
十
六
日
/

/
条
例
第
十
八
号

¥
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第
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条
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通
則

第
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組
織

・
処
務

O
面
河
村
謀
制
条
例

地
方
自
治
法
第
一
五
八
条
の
規
定
に
も
と
づ
き
、
村
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
次
の
課
を
置
く
。

一

総
務
企
画
課

ω
議
会
及
び
村
の
行
政

一
般
に
関
す
る
こ
と
。

ω
村
行
政
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

ω
村
税
そ
の
他
財
政
に
関
す
る
こ
と
。

ω
職
員
の
人
事
等
に
関
す
る
こ
と
。

ω
統
計

・
消
防

・
交
通
安
全
そ
の
他
他
課
の
所
管
に
属
し
な
い
こ
と
。

二

住

民

福
祉
課

円

L
nぺ
U

A
佳

社
会
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

社
会
保
障
に
関
す
る
こ
と
。

保
健
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

戸
籍
住
民
基
本
台
帳
及
窓
口
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

産
業
観
光
課

、、，，
，

唱

i(
 
農
業

・
林
業
及
び
水
産
業
に
関
す
る
こ
と
。

(2) 

農
地
関
係
の
調
整
及
び
開
拓
に
関
す
る
こ
と
。

(4) (3) 

商
業
及
び
工
業
に
関
す
る
こ
と
。

観
光
に
関
す
る
こ
と
。
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ph
d
 

四

建
設
課

そ
の
他
産
業
に
関
す
る
こ
と
。

道
路

・
河
川
及
び
砂
防
に
関
す
る
こ
止
b

公
営
住
宅
に
関
す
る
こ
と
。

円
、
UA-

Fh
u
 

五

国

土

調
査
課

ω
地
籍
調
査
及
び
土
地
分
類
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

ω
そ
の
他
地
籍
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

六

公

営
企
業
課

ω
村
が
経
営
す
る
公
営
企
業
観
光
施
設
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
a

ω
そ
の
他
公
営
企
業
観
光
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

農
道
及
び
土
地
改
良
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

村
道
に
関
す
る
こ
と
。

そ
の
他
土
木
及
農
業
土
木
に
関
す
る
こ
と
。

ハ行
政
組
織
図
〉

「一一寸
収
入

J~ \五 ~l竺

I I I I I I I I 
国 公園建産住総出
保営土 業民務
診企調設観福企納
療業査 光祉画
所課 課課課課課室

(十r-.. r-.. r-.. r-.. r-.. r-.. 

六二五六四七七 一

253 

司副町一

助



治

教

育

委

員

会

|

|

事
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l
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会
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務

(四〉

局
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第 5編

。
方

税

地

、、，，eJ
1
よ

r'a
目、、

地
方
税
制
の
変
遷

o
明
治
維
新
当
時
の
租
税
は
徳
川
時
代
の
制
度
を
継
承
し
て
お
り
地
租
・
小
物
成
・
課
役
の
三
種
で
あ
っ
た
。

租
・:
国
米
又
は
小
組
と
称
す
る
付
加
税

小
物
成
:
・
後
年
の
営
業
税

・
雑
種
税

役
・
・
・
労
務
の
提
供

地課

o
明
治
十
一
年

地
方
税
規
則
発
布

地
価
割

・
戸
数
割
又
は
小
間
割
・
歩
合
金

・
間
口
割
等
の
課
税
が
な
さ
れ
た

O
柏
川
村
特
別
税
戸
数
割
条
例
(
昭
和
二
年
度
〉

第
一
条
木
村
は
大
正
十
五
年
法
律
第
二
十
四
号
の
規
定
に
よ
り
戸
数
割
を
賦
課
す
。

第

二

条

戸

数

割

は

一
戸
を
構
え
ざ
る
も
独
立
の
生
計
を
営
む
者
に
こ
れ
を
賦
課
す
。

第
三
条
戸
数
割
は
上
半
期
四
月
一
日
下
半
期
十
月
一
日
現
在
を
も
っ
て
こ
れ
を
賦
課
す
。

前
項
の
賦
課
期
日
後
納
税
義
務
の
発
生
し
た
る
者
に
は
随
時
こ
れ
を
賦
課
す
。

戸
数
割
納
税
義
務
者
の
資
力
及
こ
れ
が
賦
課
額
は
毎
年
度
村
会
に
於
て
之
を
議
決
す
。

第
四
条



戸
数
割
賦
課
期
日
後
納
税
義
務
者
た
る
こ
と
を
発
見
し
た
る
と
き
は
之
に
対
す
る
賦
課
額
は
地
方
税
施
行
令
第
二
十
五
条
の
例
に
依
る
前

項
の
賦
課
額
及
第
三
条
第
二
項
の
賦
課
額
は
村
長
之
を
定
む
。

第
六
条
戸
数
割
総
額
中
納
税
義
務
者
の
資
産
の
状
況
に
よ
り
資
力
を
算
定
し
て
賦
課
す
べ
き
額
は
戸
数
割
総
額
の
十
分
の
回
以
内
と
し
毎
年
度
村

会
に
於
て
議
決
す
。

第
五
条

第
七
条

地
方
税
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
所
得
額
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
左
の
如
し
。

所
得
千
円
以
下
な
る
と
き

年
令
十
四
才
未
満
も
し
く
は
六
十
才
以
上
の
者
又
は
不
具
廃
疾
者

一
人
に
つ
き
金
弐
拾
円

所
得
二
千
円
以
下
な
る
と
き

同

上

一
人
に
つ
き
拾
円

所
得
三
千
円
以
下
な
る
と
き

同

上

一
人
に
つ
き
金
五
円

戸
数
割
納
税
義
務
者
は
毎
年
四
周
二
十
日
ま
で
(
四
月
二
日
以
後
に
於
て
納
税
義
務
の
発
生
し
た
る
者
は
一
ヶ
月
以
内
〉
に
資
力
算
定
の

標
準
た
る
所
得
額
を
村
長
に
申
告
す
ベ

し
。

第
八
条地

方
税
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
所
得
の
控
除
申
請
を
為
さ
ん
と
す
る
者
は
前
項
の
申
告
と
同
時
に
之
を
為
す
ベ

し
、
前
二
項
に
よ
る
申
告
及
申
請
の
様
式
は
村
長
の
定
む
る
所
に
よ
る
。

政村

公
費
の
救
助
を
受
け
た
る
者
は
該
期
の
戸
数
割
を
賦
課
せ
ず
。
但
し
一
時
の
災
害
に
よ
り
救
助
を
受
け
た
る
者
は
こ
の
限
り
に
あ
ら
ず
。

前
項
の
外
貧
困
に
し
て
戸
数
割
の
賦
謀
に
堪
え
ず
と
“認
む
る
者
は
村
会
の
議
決
を
経
て
戸
数
割
を
謀
せ
ざ
る
事
を
得

本
条
例
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
賦
謀
徴
収
に
関
し
て
は
村
会
の
一議
決
を
経
て
村
長
こ
れ
を
定
む
。

第
九
条

第 1章

第
十
条

『
ヤ
}
l'

'↑ド
4

WKF
 

同只本
条
例
は
昭
和
二
年
度
分
よ
り
之
を
施
わ
す
。

255 
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治

。
村
税
賦
課
徴
収
規
程

第

一
条

256 

村
税
と
し
て
賦
課
徴
収
す
べ
き
税
目
左
の
如
し。

自

営
業
収
益
税
附
加
税

第 5編

鉱
業
税
附
加
税

県
税
家
屋
税
附
加
税

県
税
営
業
税
附
加
税

県
税
雑
種
税
附
加
税

特
別
税
及
別
割

特
別
税
戸
数
割

第
二
条
村
税
の
賦
課
率
は
毎
年
度
村
会
の
議
決
を
も
っ

て
之
を
定
む
。

但
し
特
別
税
に
関
し
て
は
別
に
定
む
る
所
に
よ
る
。

第
三
条
村
税
の
賦
課
期
日
左
の
如
し。

特
別
税
及
別
割

上
半
期

(
到
畑
朋
一
一
一
↑
日
)

四

月
一
日

¥

自

十

月

一

日

/

下
半
期

(

)

十
月
一
日

/
至

三

月

三

十

一
日
¥

特
別
税
戸
数
割ヘ

自

四

月

一
日
/

上
半
期

(

)

四
月

一
日

/
至

九

月
三
十
日
¥

ヘ
自

十

月

一

/

下
半
期

f

至
三
月
三
十
一
日
)

前
号
以
外
の
国
税
並
に
県
税
附
加
税

四六五七

十
月
一
日



本
税
賦
課
期
日

第
四
条

附
加
税
た
る
村
税
に
し
て
本
税
に
追
加
あ
り
た
る
場
合
は
別
に
村
会
の
議
決
に
よ
る
外
こ
れ
を
賦
課
せ
ず
。

村
税
の
徴
収
期
日
左
の
如
し
。

第
五
条

特
別
税
及
別
割

上
半
期

四
月
十
五
日
よ
り
同
月
三
十
日

下
半
期

十
月
十
五
日
よ
り
同
月
三
十
一
日

特
別
税
戸
数
割

政

¥
自
六
月
十
五
日

/
至

六

月

三

十

日

ヘ
自

九

月

十

五

日

/
至

九

月

三

十

日

¥
自
十
一
月
十
五
日

/
至
十
一
月
三
十
日

ヘ

自

二

月

十

五

日

/
至
二
月
二
十
八
日

附
加
税
に
あ
り
て
は
各
本
税
の
期
日
に
よ
る
。

随
時
徴
収
す
べ
き
も
の
、
期
日
は
村
長
に
お
い
て
適
宜
に
之
を
定
む
。

第
六
条
附
加
税
た
る
村
税
の
前
納
に
係
る
も
の
は
納
税
義
務
消
滅
し
又
は
他
人
に
移
転
す
る
こ
と
あ
る
も
、
其
本
税
を
還
附
せ
ら
れ
た
る
場
合
の

外
、
之
を
還
附
せ
ず
。

上
半
期

第
一
期

第
二
期

下
半
期

第

期

第
二
期

四

村

附

員リ

第 1章

第
七
条

本
規
程
は
昭
和
二
年
度
分
よ
り
施
行
す
。

大
正
五
年
五
月
十
五
日
設
定
柚
川
村
税
賦
課
徴
収
規
程
は
昭
和
元
年
度
分
限
り
之
を
廃
止
す
。

257 

第
八
条

。
昭
和
二
十
一
年
市
町
村
に
課
税
権
与
え
ら
れ
る
。



f台

現
在
の
村
税
の
状
況

一|
普
通
税

l
村
民
税
・
固
定
資
産
税

・
自
動
車
税

・
た
ば
こ
消
費
税

・
電
気
ガ
ス
税

・
木
材
引
取
税

・
入
場
税

・
市
町
村
法
定
外
普
通
税

村
税
よ

一|
目
的
税
!
水
利
地
益
税

・
共
同
施
設
税

・
国
民
健
康
保
険
税

自第 5編

258 

o
地
方
税
の
変
遷
は
地
方
自
治
の
変
遷
で
あ
り
、
地
方
財
政
と
と
も
に
幾
多
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
村
一
般
会
計
予
算
に

対
す
る
村
税
の
割
合
を
見
る
と
当
時
の
村
自
治
の
様
子
が
わ
か
る
。

h
相

村
税
の
歳
入
予
算
に
対
す
る
割
合

R事

一;一

。。・
0

品内山「

器

勤
u
f
J
市
鞘

h
相勤!泣

)-l! 
Y<il 
戦|嘗

むJ
Cコ

¥ 、

，t.. 
cコ

〉ト

同

∞C
-
N
 

ω
hF

・。

R寄

7
5
一

l'J 
l'J 

、
H
0
・0 l'J 

(!) 

~ 

N
A
F
・
ω

AFC
-
ω
 

日
開

国
土
調
査

¥/， 

噌

E
よ

，f
s

、、

こ
れ
ま
で
の
土
地
調
査

~ 

買

主T
l'J 

|吋

N
H
・∞

日
仏

.ω

∞吋・
0

∞0

・。

ω吋
・0

一
一
一

品。」
ー、

ω・
ω

Nω

・
∞

]
戸

0

・。

ω・
印

]
戸

N
-
A肝

土
地
調
査
の
歴
史
は
古
く
豊
臣
秀
吉
の
検
地
に
始
ま
る
。
こ
れ
は
地
租
の
制
度
の
た
め
公
簿
面
積
を
測
量
し
、
土
地
台
帳
を
作
ら
せ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

当
時
は
六
尺
三
寸
(
約
一
九
一
セ
ン
チ
〉
四
方
を
も
っ
て
一
坪
と
し
、
三
六

O
坪
で
一
反
と
定
め
て
い
た
。
そ
の
後
江
戸
首
都
府
の
も
と
で



は
六
尺
一
分
四
方
を
一
歩
三

O
O歩
を
も
っ
て
一
反
と
改
正
、
明
治
八
年
に
至
っ
て
六
尺
四
方
を
一
歩
と
改
め
た
。
し
か
し
測
量
法
は
不

完
全
な
器
具
と
幼
稚
な
技
術
で
あ
っ
た
。

(2) 

国
土
調
査
法

こ
の
よ
う
な
貧
弱

・
不
正
確
な
地
籍
及
び
地
図
の
実
態
に
立
っ
て
、
正
確
な
調
査
作
成
の
必
要
に
迫
ら
れ
、
昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日

法
律
第
一
八

O
号
を
も
っ
て
「
国
土
調
査
法
」
が
成
立
し
た
。

(
目
的
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
国
土
の
開
発
及
保
全
並
び
に
そ
の
利
用
の
高
度
化
に
資
す
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
地
籍
の
明
確
化
を
図
る
た
め
、
国
土
の

実
態
を
科
学
的
且
総
合
的
に
調
査
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(3) 

地
籍
調
査
の
利
用

①②①  

今
後
の
公
共
事
業

・
そ
の
他
に
正
確
な
調
査
結
果
が
利
用
で
き
る
。

土
地
の
地
籍
・
権
利
関
係
が
明
確
に
な
り
、
正
確
な
資
料
が
得
ら
れ
る
。

登
記
記
載
の
修
正
訂
正
が
可
能
と
な
る
。

(4) 

面
河
村
国
土
調
査
計
画

① 

昭
和
五
十
一
年
七
月

国
土
調
査
室
設
置

政

① 

昭
和
五
十
二
年
四
月

国
土
調
査
課
設
置

村

① 

全
体
計
画

第 1章

o
計
画
期
間

一
六
年
間

四
億
円

二
万
、
九
五
二
筆

259 

o
事
業
費

o
調
査
筆
数
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国土調査年度計画

0

大
字

・
字
の
改
正

字
を
廃
止
す
る
。
あ
ら
た
に
前
組
・
笠
方

・
渋
草

・

相
ノ
峰

・
本
組

・
中
組

・
相

ノ

木

・
川

ノ
子
・
若

山
・

大
成
の
地
名
を
設
置
す
る
。

大
字
柏
野

・
大
字
大
味
川
及
小

260 

④ 

計
画
年
度

昭
和
五
十
一
年
度

前
組

三

・
三
平
方
粁

一二

五
八
万
六

0
0
0円

六

・
五
平
方
粁

二
五
六
三
万
七

0
0
0円

昭
和
五
十
二
年
度

前
組

昭
和
五
十
三
年
度

笠
方

一・

五
平
方
粁

三
二
四

一
万
円

昭
和
五
十
四
年
度
以
降
は
別
添
地
図
に
よ
る
計
画
ど

お

り
昭
和
六
十
六
年
完
了
予
定
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総

組長
1
1細

長
室三

トト趣味
Q
制

問

長
話

Q
~
~
贈
!
~
翌
十
宍
恒
三
9
Q
~
対
矧
千
)4奇

心
F
地

J
L
ν
併
記
矩
!
み

j黒
B
l
K
~

111ぜ.-J¥---，ユl'(d
O

lii\梨
1
1
+
同
叶
ヲ

n宮
吋
D
~
榊
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Q
制
定
:
荊

ト.-J
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rぐ
の
よ

j去三
Q

久
J~
ヰ
心
千

J
，時
的
。

C
~
契

11
-
1
一
同
母
長
心
1
0

-R母
~
Q
~
ト
持
Q
謀
総

〉
1.醤

<{~t，;;

年
度

|
歳

入
予

算
|

歳
出

決
算

|
差

ヨ
|

特
徴

円
厘

円
座

円
鹿

単
位

は
厘

、
歳

入
予

算
の

う
ち

村
税

が
9
1.
6
%
 

明
治
2
5

9
3
8
.
3
1
6
 

8
8
5
.9
5
6
 

5
2
.
3
6
0
 

村
長

年
俸

制
円

、
収

入
役
月

4
円、

書
記

1
名
は
月

5.5
円、

1
名
は
月

5
円

円
E互

円
厘

円
鹿

。
3
5

5
.34

1. 
8
7
9
 

4，
8
9
3
.0
5
9
 

448
.8
2
0
 

勧
業

・
土

木
費

に
特

徴
が

見
ら

れ
る。

円
i電

円
厘

円
厘

。
4
5

5 ，
3
5
5
.
6
2
4
 

5 ，
34

1. 
973 

13. 651 
教

育
費

は
全

予
算

の
40

.
5
%

を
し
め
て
い
る
。

円
座

円
鹿

門
座

村
債

を
は

じ
め

て
発

行
(
道

路
・
橋

梁
に

充
当

模
様
)0

勧
業

費
を

増
額

し、

大
正

1
1

69
，
 885. 750 

57
，
3
4
0
.
0
5
0
 

12
，
 54
5. 

7
0
0
 

養
蚕

を
奨

励
し
て
い
る
。

単
位

が
銭
と
な
る
。

門
銭

門
銭

昭
和

7
58
，
2
9
6
.
7
8
 

58
，
 296. 78 

o
 I
 (大

正
15

年
よ

り
県

補
助

金
が

経
常

さ
れ

て
い
る
〉

1
 銭

戦
争

関
係

の
予

算
費

目
と

金
額

が
目

立
つ

O
円

銭
円

銭
タ

17
58

，
3
8
3
.
5
4
 

54
，
 59
5
.

 
78 

3
，
787. 76 

I
 (昭
和

15
年

よ
り

予
算

・
決

算
ア

ラ
ビ

ア
数

字
と
な
る
〉

htc。y
 

吋

user
タイプライターテキスト
予算の変遷

user
タイプライターテキスト
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人

Y
A
F
C

A
V

日
仏

(歳
入
の
部
)

目費

3
 

N
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・
日
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C
H3

 

∞0
・
C
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ω
一戸
吋

3
 

ω
m
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N
W
ω
吋
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∞
九円N
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m
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0
・
叶
AF
ω
・
0
0
0

Z
 

N
0
・
N
C
∞
・
∞
O
H羽

吋

p
m
v
N
0・
一
戸

ω
一戸3

 

ω。
ω・叶(〕
ハ「
同
日
仏

(
支
均
号
)

3
 

ω
-
N
吋
伊
吋
C
C3

 

H
H
W
O
O
AT
H
∞
。3

 

N
∞
・
。
吋
∞
・
0
∞
∞

棲
砕
旧
日
目
司

作
付
N
V
O

同一N
禽
w
M
ヰ
ゆ
ゆ
哨
斡
九〉
N
ω

・
0
N

社
時
き
ゅ
哨
判
δ
∞
決

接
は
叫
W
M

ヰ
州
出

2
・N
W
R
/

i

l

)

ヰ
品
0
・C
M成

因

・
満
同

E
ゆ

∞・∞
決
¥

i

荏

社
W
M
4
4
・
曽

ω品
川

町

/

:

困

・
満
州

E
ゆ

思
決
¥

E

持
一位

以
同

W
M
4
4
・
望
。
N

・ω
M
h
/

司

困

・
掴
川
河

E
ゆ
N
H
-
G
M
K
¥

E

-

昭
和
五
十
四
年
度
一
般
会
計
予
算

0.4 

6.5 

15.2 

対
合
一
%

に
割
一

J

J

J

一

算
る
て
b

臼

∞

一

予

す

一

一

額

町

一

∞

∞

∞

一

一明
(

一
M

M

M

-

〓

一
9

0

4

一

一-、一

4

6

7

一

歳
一
ぉ

ω

ω

一

一

円

J

R

U

一

税

税

料

金

金

入

金

金

入

担

債

税

金

譲

税

一

州

議

畑

出

収

付

越

収

問

時

付

誼

一

方

刷

庫

支

産

齢

騨

騨

一

村

地

使

国

県

財

寄

繰

諸

分

金

村

自

交

自

与

一

。
0.3 

1， 984， 000 

36，293，000 

85，020，000 

2，000 

O 

1，000 

1，511，000 

1.3 

6.3 

0.9 

7，133，000 

35，500，000 

4，791，000 

1.0 5，409，000 

計A 
tコ
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吋
(
)
決

∞
九戸沢

除
詳
N
r
同
附

蜘
持
硝
蹄

日

ω
・
hpN

H
0・
一
戸
」
川
町

|歳入予算額 |予算に対歳
する割合出

議 会費|山

総務費 19郎8，6侃80，0∞O∞01 1汀7.6 '-../ 

民 生 費 14必3，5臼25，0∞O∞O引! 7.8 

衛 生 費 128，987，0001 5.2 

農林 水 産 費 1130，943，0001 23.4 

商 工 費 1 8，649，0001 1.5 

土木費 146，428，0001 8.3 

消 防費 112，872，0001 2.3 

教 育費 156，785，0001 10.1 

公債費 184，724，0001 15，1 

災害復 旧 費 124，695，0001 4.4 

予備費 1 5，000，0001 0.9 

l560，743，州 100.0%

目費

ぷ〉、
1=1 



特
別
会
計

木
村
の
特
別
会
計
の
主
要
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
特
別
会
計
と
し
て
事
業
を
経
営
し
て
い
る
。

公
営
企
業
観
光
施
設
と
し
て

国
民
宿
舎

「
面
河
」

国
民
宿
舎

「
面
河
」
別
館

国
民
宿
舎

「
石
鎚
」

簡
易
宿
泊
所

「
岩
黒
山
荘
」

面
河
村
観
光
セ
ン

タ
ー

面
河
少
年
自
然
の
家

国
民
健
康
保
険

(事
業
勘
定
)

国
民
健
康
保
険

(施
設
勘
定
)

石
鎚
ス
カ
イ
ラ
イ
ン

有
料
道
路
収
納
事
業

基
本
財
産
造
成
事
業

政

国
民
健
康
保
険
直
営
診
療
所

(施
設
勘
定
の
部
)

(歳
入
決
算
よ
り
)

財第 2章
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ω
ω
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防
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問
ω
雨
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軍

吉

壮

面

目。

壮
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印H
h
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琵

印N

有
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議E 32 使手 ・用数県料料支金
256， 625 230，000 120， 000 130，000 388，000 481， 000 536，000 588， 000 

200， 000 540，000 655， 000 600，000 500，000 500，000 500， 000 
4繰園出 入 金

757， 039 3， 853， 519 1，818，000 6，178，000 10，000，000 9， 300， 000 10，450，000 9， 000， 000 

5繰越金 125， 100 100 1， 000 1，000 3，678，000 6，234，000 408，000 1，000 

6諸収入 50， 900 180， 790 152，000 63， 000 826，000 475， 000 ~ 370， 000 311，000 

N
V
M
U
N
 

国

同
情

的

事R
合計 |ι156，4641ω88，4091山 97，000而 06，000 1 38， 274， 000 1 48， 046， 000 1礼町

S 盟国Z躍世運送鎧 〈跡事*語版Q話〉

〈輯ベ去五株吋心〉

ててこ_IIfB-;年|昭 35年岡山 IflB 45引昭 50年|昭 51年|ι524 I昭53年

21 保一部除負税担
336，969 1，604，692 3，310，250 5，449，370 12，479，810 11，962，710 13，476，910 16，923，000 

3金国庫支出

535， 712 46，606 。 。 。 。 。 。
387，000 2，025，860 7，144，284 20，586，359 53，781，319 58，650，173 66，008，363 73，342，000 

4繰金 入 金 583， 910 。 。 。 。 。 。8，000，000 

5繰越金 。1，513，670 130，926 4，196，876 7，746，659 11， 944， 655 13，408，329 2，760，000 

6雑収入 260 214，497 12，317 17，630 40，820 39，045 45，260 45，000 

合計 1 1，84 

3 ~ミ塁ベ 4ミヤ 1]'\ ャ入↓写真摺法王手雲時事*

(吾作〈長持戸当鎖憧〉

一-_- ________I 昭 45 年 | 昭 46 年|昭 47 年 |昭 48 年 | 昭 49 年|昭 50 年 |吃竺土l!_~竺 I 昭53年
収入県より受詩 11，200，00013，136，OGoI2，676号 00012，676，00013，109，00013，109，00014，342，00014，600，00014，9+5，000



6は 94012，575，8咋，673，9作，613，7咋，980，判2，971，23714，125，84114，制臼2¥4，735，前
m州 m判 ω31 62，2刈 128，8531 肌 7叫 216.1叫 199，3581

収納事業費 |

残| 179，224 ヲ|差

w長田十同叶~~寝~~巡竪思~走ó\--' ムト。。 盟足同十国社樹立同OO~lI:制作風-\L-_)ν ムl'(ð O

欄14-主ま制娼世相事部長 (十+1-¥J，_) ¥--' t;: ~ ~ ) (
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M
U
U
N
 

佃
財一 産般会収 計入
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村

議

え』
ヱミ

議
員
定
数

面
河
村
議
会
の
議
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例

(改
正
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
二
十
一
日
粂
例
第
十
三
号
)

地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
面
河
村
議
会
の
議
員
の
定
数
を
減
少
し
て
十

二
人

と
す
る。

議
会
定
例
会
の
回
数

面
河
村
議
会
の
定
例
会
の
回
数
を
定
め
る
条
例

面
河
村
議
会
の
定
例
会
は
毎
年
四
回
と
す
る
。

(昭
和
三
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
条
例
第
十
四
号
)

定
例
会
の
時
期

面
河
村
議
会
の
定
例
会
の
招
集
時
期
を
定
め
る
規
則

(
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
二
日
規
則
第
十
九
号
)

面
河
村
議
会
の
定
例
会
は
、
毎
年
三
月

・
六
月

・
九
月
・
十
二
月
に
招
集
す
る
。



四

常
任
委
員
会(

昭
和
四
十
年
七
月
十
九
日
条
例
第
十
二
号
〉

第
一
条
議
会
に
常
任
委
員
会
を
置
く
。

第
二
条
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
の
定
数
及
び
所
管
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ω
総

務

観

光

委

員

会

四

人

ア

総
務
企
画
課
の
主
管
に
関
す
る
事
項
、
た
だ
し
総
務
企
画
課
の
教
育
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。

公
営
企
業
課
の
所
管
に
関
す
る
事
項

面
河
村
議
会
委
員
会
条
例

イウ

産
業
観
光
課
の
観
光
に
関
す
る
事
項

出
納
室
の
主
管
に
関
す
る
事
項

コ二
(2) 

文
教
厚
生
委
員
会

四
人

ア

住
民
福
祉
課
の
主
管
に
関
す
る
事
項

イ

総
務
企
画
課
の
教
育
に
関
す
る
事
項

教
育
委
員
会
の
主
管
に
関
す
る
事
項

村 議会

ウ

(3) 

産
業
建
設
委
員
会

四

人

第 3章

ア

建
設
課
の
主
管
に
関
す
る
事
項

産
業
観
光
課
の
主
管
に
関
す
る
事
項
、
た
だ
し
産
業
観
光
課
の
観
光
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
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イウ

国
土
調
査
課
の
主
管
に
関
す
る
事
項



治自第 5編

(第
三
条
以
下
省
略
す
る
o
d

五

議

会

構

成

(
昭
和
五
十
四
年
度
〉

議副
議
長

文
教
厚
生
委
員

総
務
観
光
委
員

産
業
建
設
委
員

。
中
川
登
喜
男

青
木

長

福
定

山 菅
本

春
美

O
木
山

昭

安
部

栄
幸

O
菅

周
蔵

伊
藤

重
光勇

}"¥ 
幡

山
本

西
岡

菅伊
藤

菅
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定
員

二
一
名

春
義

春
美

和
夫

福
定進

祐
直



第
四
章

治
安
と
消
防

駐

在

所

村
内
治
安
を
預
か
る
警
察
官
駐
在
所
は
、
渋
草
駐
在
所
と
若
山
駐
在
所
の
こ
か
所
あ
る
。

(1) 

渋
草
駐
在
所

面
河
村
大
字
柏
野
渋
草

一一

番
耕
地
一

O
六

|

現
在
地
に
は
昭
和
四
十
五
年
三
月
二
十
七
日
に
改
築
移
転
し
た
も
の
で
あ
る
。

駐
在
所
の
設
置
は
古
く
明
治
二
十
二
年
三
月
、
面
河
村
大
字
柏
野
一
一

番
耕
地
一

O
八
|
二
に
置
か
れ
て
い
た
。

歴
代
勤
務
員
一
覧
(
昭
和
二
年
以
後
〉

治安と消防

就任年月日 |

昭 2. 4.13 I芥川敏市

4. 9.12 I西坂清一

7. 1.25 I未沢林蔵

7. 4. 1 I山内 善-

8 .7.22 I河井 憲吉

ユ1. 1. 21 I正岡信太郎

14. 6. 1 I土屋 作-

14.11. 9 I村上 源-

18.10. 5 I杉野 寛-

21. 9.24 I武智 数男

23. 3. 6 I藤岡 喜市

24. 3. 6 i真鍋正博

27. 1. 19 I楠本 平八

28. 2.24 I谷本虎夫

29. 4. 2 I木村六蔵

.30. 2.12 I坂本 健二

34.11.10 I石川健一

.35. 5.14 I牟田 博光

36. 1. 12 I烏谷重忠

.36. 4.26 i牟田 博光

38. 4. 1 i上田 政幸

.39. 2.10 I米森 進

39. 4. 1 I金田 安雄

40. 4. 1 I宗末 松美

41. 8. 1 I高須賀虎-

43. 4. 1 I山本宇三郎

46. 3.23 I山田 義明

49. 8.20 I松井現儀

50. 3.25 I岡林好孝

53. 4. 1 I毛利弘生

名

第 4章

氏
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治

(2} 

272 

若
山
駐
在
所

自

面
河
村
大
字
大
味
川
一
七
番
耕
地
一
四
八
番
地

面
河
村
は
広
大
な
面
積
を
持
つ
村
で
あ
り
、
石
鎚
や
面
河
渓
を
有
し
観
光
客
も
多
い
た
め
、
渋
草
駐
在
所
だ
け
で
は
ふ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で

第 5編

あ
り
、
現
在
地
に
設
け
ら
れ
た
。

歴
代
勤
務
員
一
覧
(
昭
和
二
十

一
年
以
降
)

就任年月日 |

昭21. 6.22 I今井善生

21. 9.25 I二神多満-

21. 12. 6 I向井 肇

22. 4. 6 I平岡 蒸

22.11. 20 I安井富雄

23. 3.16 1藤岡喜市

24. 3. 8 I真鍋正博

24. 5.28 I山本 蒸

24. 9.28 I真鍋正博

26.10. 5 1 石本 勲

27. 8.29 I井手彦松

28. 2. 1 1金子時久

28. 8.27 1 門田昭次郎

29. 5.11 1 山内 義雄

29. 9.15 1 坂本健二

30. 3.28 I泉 管市

33. 3.26 I祖母井尊憲

36. 4. 5 1 米森 進

41. 8. 1 I柳田義忠

43. 4. 1 I中須賀豊

44. 4. 1 I井上 高利

46. 9. 1 I森田幸弘

48. 4. 1 1 西岡 保

53. 4. 1 1大野利男

名氏

消

防

団

(1) 

面
河
村
消
防
の
沿
革

明
治
四
十
五
年
柚
川
村
消
防
組
が
設
置
さ
れ
て

い
る
が
、
現
在
か
ら
見
れ
ば
そ
の
組
織
人
員
も
少
な
く
施
設
設
備
も
貧
弱
な
も
の
で
あ



っ
た
。

治安と消防第 4章

名
称

柚
川
村
消
防
組
と
し
、

組
員
五
拾
名
を
も
っ
て
組
織
す
。
但
し
組
頭

一
名
、
小
頭
四
名
、
消
防
手
四
拾
五
名
と
し
之
を
第

一
部
と
す
。

機
械
及
器
具

卿
筒

旗 消
防
組
設
置
案

明
治
四
十
五
年
六
月
三
十
日

組
織

一一一四

水
桶

熊
手

機
械
器
具
蔵
置
場
を
柚
川
村
大
字
柏
野
渋
草
と
す
。

左
の
場
合
に
於
け
る
組
員
出
動
手
当
は
当
分
の
内
之
を
支
給
せ
ず
。

付

演

習

∞

出
動

組
員
職
務
の
為
、
死
傷
せ
し
場
合
に
於
け
る
諸
手
当
は
左
の
区
別
に
依
り
、
村
会
の
決
議
を
経
て
相
当
の
処
置
を
と
る
こ
と
。

終
身
不
具
と
な
る
も
自
由
を
弁
じ
得
る
も
の

得
ざ
る
も
の

壱
台

壱
流

五
個

弐
個

鳶
口

弓
張
提
灯

弐
挺

竹
梯
子

弐
個

高
張
提
灯

壱
張

王
。付
同

伺帥 同

吊
祭
料

遺
族
扶
助
料

療
治
料
は
傷
疾
の
軽
重
に
よ
り
相
当
支
給
す
る
こ
と
。

以
上
の
外
、
不
備
の
被
服
器
具
等
は
可
成
速
に
調
製
す
る
こ
と
。

(2) 

面
河
村
消
防
団

面
河
村
消
防
団
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

(昭
和
四
十
二
年
十
二
万
二
十
六
日
条
例
十
八
号
)

五
張

273 



分
団
の
担
当
区
域
は
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

本
部
に
団
長
・
副
団
長
及
び
本
部
員
を
お
く
。

副
団
長
は
団
長
を
補
佐
し
、
団
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
団
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

団
長
及
び
副
団
長
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。
た
だ
し
再
任
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

本
部
員
の
人
員
は
一
五
名
と
し
、
本
部
の
消
防
施
設
及
び
備
品
を
管
理
し
、
他
の
分
団
の
消
防
活
動
を
応
援
す
る
。

第
五
条
分
団
に
分
団
長
・
副
分
団
長
・
班
長
及
び
団
員
を
お
く
。

分
団
長
は
上
司
の
命
を
受
け
分
団
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
団
員
を
指
揮
臨
督
す
る
。

副
分
団
長
は
分
団
長
を
補
佐
し
、
分
団
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

治自第 5編

第
四
条

2 3 4 2 3 

第
一
条
こ
の
条
例
は
、
消
防
組
織
法
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
団
の
設
置
、

名
称
、
及
び
区
域
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

274 

第
二
条

こ
の
村
に
消
防
団
を
設
置
す
る
。

式

前
項
の
消
防
団
の
名
称
及
び
区
域
は
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

(
別
表
)

初団

区

村
の
区
域
全
域

域

名

面
河
村
消
防
団

出防

(3) 

消
防
団
組
織

消

面
河
村
消
防
団
組
織
等
に
関
す
る
規
則
(
抜
粋
)

(
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
二
十
六
日
)

第
三
条

消
防
団
に
団
本
部
及
分
団
を
お
く
。



4 

班
長
及
び
団
員
は
上
司
の
命
を
受
け
分
担
事
務
を
処
理
す
る
。

分
団
長

・
副
分
団
長
及
び
班
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
再
任
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

5 (
分
団
の
担
当
区
域
)

第第第第第第 分

六五四三二一
団

分分分分分分

団団団団団団 名

人
一一一一一一
六六六六六九 員

前組若山 組中方笠本組渋草 担

相 相 )11
大成

当

ノノノ
区峰木子

域

別
に
本
部
一
五
名

以
上
一
一
四
名

団
長
・
副
団
長
を
含
め
一
一
六
名

昭
和
五
十
四
年
度

面
河
村
消
防
団
役
員
一
覧
(
昭
、
五
四
、
八
、

一
現
在
)

治安と消防

役

面河村消防団長 |中川正綱

。 副団長 |西岡和夫

本 部分団長 |松岡正人

グ副分団長|中川 優

第 一分 団長|木下重忠

グ 副分団長 |高岡種広

第 二分団 長|松本孝幸

グ 副分団長 |中川 清見

第 三分団長 |高橋鹿三郎

。 副分団長 |小椋太美雄

第四分団長 |菅 敏継

グ副 分団 長 |山中義博

第 五分団 長 |中越明美

。副 分団 長 |菅 義光

第六分団長 |松本勝利

グ 副分団長 |山本満幸

名氏名員

第 4章

月
七
月

八
月

九
月

十
二
万

年
間
行
事

面
河
村
消
防
団
出
初
式

郡
内
幹
部
講
習
会

郡
消
防

操
法
大
会
講
習
会

郡
内
消
防
操
法
大
会

年
末
警
戒

現
在
の
装
備

小
型
動
力
ポ
ン
プ
積
載
車

小
型
動
力
ポ
ン
プ

最
(1) 近

の
村
内
火
災
と
出
動

(
以
下

省
略
〉

七
台

一
四
台
(
各
分
団
二
台
〉

(2) 

人
家
外

一
O
棟
焼
失

昭
和
五
十
年
六
月
五
日

昭
和
四
十
八
年
三
万
二
十
六
日

四
名
死
亡

(渋
草
)

二
棟
焼
失

(3) 

昭
和
五
十
年
九
月
七
日

(前
組
)

人
命
三
名

275 

(渋
草
)
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車防消

人
家
一
棟
焼
失

一
名
死
亡

276 

、‘
，，，
，

d
生

，，t
E

、、

昭
和
五
十
一
年
十
二
月
三
十
日

(本
組
〉

人
家

一
棟

(5) 

昭
和
五
十
二
年
以
後
火
災
な
し

(
昭
和
五
十
四
年
九
月
一
日
現
在
)



第
五
章

保
健
衛
生

当
時
交
通
事
情
の
悪
い
農
山
村
に
あ
っ
て
医
療
施
設
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
が
、
個
人
開
業
医
と
し
て
は
成
立
し
な
い
本
村
に
あ
っ
て

村
内
医
療
の
沿
革

は
、
古
く
か
ら
村
営
診
療
所
と
し
て
村
民
医
療
を
実
施
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

保健衛生第 5章

向
同至

大
正
十
三
年
九
月
三
十
日

昭
和
三
年

-自至

昭
和
三
年
八
月
五
日

不

明

自至

不昭
和

明十
四
年

自至

昭
和
十
九
年
十
二
月
十
四
日

昭
和
二
十
一
年
五
月
七
日

向
ロ至

昭
和
二
十
一
年
五
月
八
日

昭
和
二
十
三
年
五
月
九
日

至自

昭
和
二
十
三
年
五
月
十
日

昭
和
三
十
二
年
三
月

向
同至

昭
和
三
十
二
年
四
月
二
十
六
日

昭
和
三
十
四
年
十
月
三
十
一
日

医医医医医医所

師師師師師師長

岡田松栗大中大

田中一克田上村津

j乱

茂

精重

憲

祐

賀

富
次
郎

正正

277 

次
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自至

昭
三
二
、
五
、
ニ

O

昭
三
三
、
二
、
二
八

自
H至

昭
三
三
、
二
、
七

昭
三
五
、
一
、
四

至自

昭
和
三
十
五
年

一
月
一
日

昭
和
三
十
七
年
五
月
三
十
一
日

至自

昭
三
五
、
二
、
一

昭
三
七
、
三
、
二
六

自至

昭
三
六
、

昭
三
七
、
五一

-自至

昭
和
三
十
七
年
六
月

一
日

昭
和
三
十
八
年
五
月
三
十
一
日

至自

昭
和
三
十
八
年
十
月

一
日

昭
和
四
十
四
年
三
月
三
十

一
日

至自

昭
和
四
十
四
年
四
月

一
日

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

至自

昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日

現
在
(
昭
和
五
十
四
年
九
月
現
在
)

(村
医
雇
入
契
約
の
一
例
)

契

約

書

医医所医医所所所所

師師長師師長長長長

宮重宮鮫乗乗日西伊

島城原島田田高藤

陣
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範

嘉茂巌

手Ij

夫

示Ij

夫

武

邦

醇

夫

蔦

子

柏
川
村
助
役
遠
藤
仁
平
を
甲
者
と
し
岡
田
胤
茂
を
乙
者
と
し
左
記
事
項
を
契
約
す
。

甲
者
は
柏
川
村
を
代
表
し
、
乙
者
を
柚
川
村
々
医
と
し
て
招
へ
い
す
。

乙
者
は
甲
者
の
招
へ
い
に
応
じ
柚
川
村
に
転
住
し
医
術
を
開
業
し
、
柏
川
村
医
た
る
こ
と
を
承
認
す
。

甲
者
は
乙
者
に
は
対
し
手
当
金
年
額
金
五
百
円
也
を
支
給
す
。
大
正
十
三
年
度
は
月
割
と
し
九
月
よ
り
翌
年
=
一
月
ま
で
分
七
ヶ
月
分
を
前
渡
支
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給
す
む大

正
十
四
年
四
月
よ
り
は
手
当
金
年
額
金
八
百
円
也
を
支
給
す
。
支
給
期
は
月
割
を
も
ゥ
て
計
算
し
毎
月
末
に
支
給
す
。

乙
者
の
住
宅
は
甲
者
よ
り
無
料
提
供
す
。
破
損
の
時
は
乙
者
の
指
示
通
り
即
時
修
繕
す
。
修
繕
費
は
甲
者
の
負
担
と
す
。

住
宅
及
病
室
は
新
築
す
ベ

し。

当
該
契
約
締
結
と
同
時
に
建
築
に
関
す
る
設
計
万
般
を
甲
者
乙
者
相
協
定
し
建
築
に
着
手
す
ベ
し
。

住
宅
及
病
室
を
新
築
す
る
と
言
え
ど
も
其
新
築
の
た
め
乙
者
の
一
定
永
住
を
拘
束
す
る
こ
と
な
し
。

乙
者
乗
用
の
馬
匹
を
壱
頭
甲
者
よ
り
提
供
す
。
但
当
分
の
問
、
愛
馬
倶
楽
部
馬
匹
を
併
用
し
、
乗
馬
熟
練
し
た
る
際
買
収
の
上
甲
者
よ
り
提
供

す
る
も
の
と
す
。
乙
者
の
専
用
と
な
り
た
る
時
は
飼
養
料
は
乙
者
の
負
担
と
す
。

往
診
料
及
薬
価
は
如
何
な
る
場
合
を
論
ぜ
ず
。
一
切
現
金
即
納
と
す
。

往
診
料
規
定
渋
草
全
部
無
料
と
し
笠
方
壱
円
五
拾
銭
乃
至
弐
円
五
拾
銭
、
大
成
壱
円
、
相
ノ
峰
壱
円
五
拾
銭
、
前
組
弐
円
乃
至
弐
円
五
拾
銭
、

本
組
弐
円
、
中
組
壱
円
五
拾
銭
乃
至
弐
円
、
梅
ケ
市
弐
円
五
拾
銭
、
若
山
弐
円
五
拾
銭
乃
至
参
円

風
雨
降
雪
夜
間
は
五
割
増
と
す
。

村
医
手
当
に
対
す
る
無
料
義
務
、
種
痘
全
部
、
学
令
児
童
検
診
、
体
格
検
査
、
壮
丁
に
関
す
る
検
診
全
部
と
す
。
但
検
診
に
要
す
る
薬
品
並
材

料
は
甲
者
よ
り
提
供
す
ベ
し
。

伝
染
病
発
生
の
時
は
普
通
患
者
同
様
料
金
を
も
っ
て
診
療
す
。

甲
者
は
乙
者
に
対
し
厚
誼
執
誠
に
直
接
間
接
に
斯
業
の
発
展
を
掩
護
及
後
援
を
謀
り
乙
者
も
亦
甲
者
の
意
志
に
応
じ
相
互
扶
擁
し
以
て
患
者
に

対
し
て
懇
切
丁
寧
を
旨
と
し
、
鋭
意
診
療
に
努
力
す
ベ
し
。

乙
者
は
一
ヶ
年
に
三
回
以
内
〈
壱
回
一
週
間
以
上
二
週
間
以
内
〉
の
出
張
旅
行
す
る
こ
と
あ
る
ベ
し
。
甲
者
は
之
を
承
認
す
。

赴
任
入
村
後
待
遇
上
文
は
往
診
の
労
に
堪
え
ざ
る
か
文
は
精
神
的
苦
痛
を
感
じ
永
住
に
堪
え
難
し
と
認
め
た
る
時
は
僅
か
に
一
、
二
ヶ
月
の
短

時
日
に
於
て
辞
任
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
其
時
に
際
し
住
宅
病
室
の
建
築
其
他
の
事
故
の
た
め
乙
者
の
辞
任
を
拘
束
す
る
こ
と
な
し
。

279 

乙
者
の
赴
任
入
村
の
際
荷
物
運
搬
費
は
河
ノ
内
ま
で
は
乙
者
の
負
担
と
し
河
ノ
内
よ
り
乙
者
の
住
宅
ま
で
の
運
搬
は
甲
者
の
負
担
と
す
。



治

右
契
約
の
相
違
な
き
た
め
本
書
弐
通
を
作
成
し
、
各
自
記
名
捺
印
の
上
各
壱
通
を
保
管
す
。

大
正
十
三
年
九
月
参
拾
日

自

柚

川

村

助

役

第 5編

証
人
渋
草
大
組
長

医

契
約
書
を
見
る
に

つ
け
て
も
、
辺
地
診
療
の
必
要
性
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
当
時
の
行
政
当
局
の
村
民
医
療
に
対
す
る
熱
意

-++--

υ<. 

⑪ 

以
上

遠

藤

仁平j乱

280 

平

固

山

辺

土
口

⑪ 

師

岡

田

の
ほ
ど
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
い
か
に
当
時
医
師
を
こ
の
辺
地
に
迎
え
る
こ
と
の
困
難
で
あ
っ
た
か
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
か
ら
察
せ
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
当
時
の
人
た
ち
の

企
画
性

徽
密
さ

責
任
意
識

約
束
と
義
務
履
行

文
書
処
理
の
精
密

な
ど
が
今
日
の
私
た
ち
の
公
的
事
務
処
理
な
ど
に
お
い
て
た
い
せ
つ
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。

村
医
雇
入
契
約
事
項

大
正
十
三
年
九
月
三
十
日
契
約
締
結

契
約
者

柚
川
村
代
表
者

助

役

遠

仁

平

藤

医

)乱

茂

師

l岡

田
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証

人
渋
草
大
組
長

平

=と
lコ

辺

山

契
約
事
項

四

大
正
十
三
年
分
は
金
五
百
円
と
し
九
月
よ
り
十
二
月
ま
で
前
渡
支
給
す
。

大
正
十
四
年
度
(
四
月
よ
り
)
金
七
百
円
也
と
す
。
但
し
月
割
を
も
っ
て
計
算
し
毎
月
末
に
支
払
う
。

医
師
住
宅
は
村
よ
り
提
供
し
、
破
損
の
時
は
医
師
の
指
示
に
よ
り
村
に
於
て
修
繕
す。

往
診
料
及
薬
価
は
如
何
な
る
場
合
を
論
ぜ
ず
一
切
現
金
即
納
と
す
。

往
診
療
左
の
如
し

五
旬。付

渋

草

全
部
無
料

壱
円
五
十
銭
乃
至
弐
円
五
十
銭

笠

方成

壱
円

大

的

相
ノ
峰

壱
円
五
十
銭

的制伺

I'jfJ 

組

弐
円
乃
至
弐
円
五
十
銭

組

本

弐
円

中

組

壱
円
五
十
銭
乃
至
弐
円

円

梅
ケ
市

弐
円
五
十
銭

ω
若

山

弐

円

五

十

銭

乃

至

参

円

但
し
風
雨
降
雪
夜
間
は
五
割
増

六

種
痘
全
部
、
学
齢
児
童
検
診
体
格
検
査
、
壮
丁
に
関
す
る
検
診
全
部
無
料
と
す
。

281 

但
し
薬
品
並
に
材
料
は
村
の
負
担
と
す
。



七

伝
染
病
発
生
の
時
も
普
通
患
者
同
様
料
金
を
も
っ
て
診
療
す
。

282 

治

八

医
師
は
一
ヶ
年
に
三
回
以
内
(
一
回
一
週
間
以
上
二
週
間
以
内
)
の
出
張
旅
行
す
る
事
を
得
る
も
の
と
す
。

以
上
の
外
の
契
約
事
項
は
蕊
に
之
を
省
略
す
。

自第 5編

"......、

te('"" 
J ‘」

書
)

年
補
助
額
金
五
百
円
也
を
十
四
年
四
月
よ
り
金
八
百
円
也
に
増
額
す
る
こ
と
。
支
払
期
は
十
四
年
四
月
よ
り
毎
月
末
支
払
う
こ
と

Q

往
診
料
及
薬
価
は
貧
福
の
程
度
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
絶
対
に
一
切
現
金
制
度
と
す
。

住
宅
兼
病
室
は
即
時
建
築
に
着
手
す
る
こ
と
。

住
宅
兼
病
室
を
建
築
す
る
と
い
え
ど
も
其
新
築
の
た
め
に
医
師
の
一
定
永
住
を
拘
束
す
る
こ
と
な
し
。

赴
任
入
村
後
待
遇
上
又
は
往
診
の
労
に
堪
え
ざ
る
か
、
又
は
精
神
的
苦
痛
を
感
じ
永
住
に
湛
え
難
し
と
認
め
た
る
時
は
僅
か
に
一
一
一
ヶ
月
の
短

時
日
に
て
辞
任
す
る
こ
と
あ
る
べ

し。

其
時
に
際
し
住
宅
病
室
の
建
築
又
は
増
補
助
額
増
額
の
た
め
医
師
の
辞
任
を
拘
束
す
る
こ
と
な
し
。

乗
馬
は
当
分
の
内
愛
馬
倶
楽
部
馬
匹
を
乗
用
し
、
乗
馬
熟
練
次
第
買
収
提
供
す
る
こ
と
。

右
項
目
を
先
に
示
談
あ
り
た
る
項
目
中
、
改
訂
加
入
相
成
候
え
ば
村
医
の
任
に
堪
え
得
る
や
否
や
予
期
し
難
し
と
い
え
ど
も
、
当
分
試
験
的
に

柚
川
村
医
の
嘱
託
を
受
任
可
仕
候
也

大
正
十
三
年
九
月
参
拾
日

右
の
ほ
か
、

(
岡
田
)

田
中
精
一

医
師

・
松
元
重
憲
医
師

・
栗
田
祐
賀
医
師

・
大
上
富
次
郎
医
師

・
中
村
正
一
医
師
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
契
約
書

岡

j乱

十戊

田

が
交
わ
さ
れ
て
い
る
が
紙
面
の
つ
ご
う
で
割
愛
す
る
。



国
民
健
康
保
険
医
療
施
設

過
疎
化
と
老
齢
化
を
た
ど
る
本
村
に
あ
っ
て
村
民
の
願
い
は
施
設
の
整
っ
た
医
療
機
関
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
十

一
年
村
民
の
願
い
が
か
な
っ
て
、
面
河
村
国
民
健
康
保
険
直
営
診
療
所
が
完
成
し
た
。

保健衛生第 5章

O
場
所

O
経
費

面河村診療所

O
診
療
科
目

O
従
事
者

付

面
河
村
国
民
健
康
保
険
直
営
診
療
所

上
浮
穴
郡
面
河
村
大
字
柏
野

一一

番
耕
地

一
四
四
番
地
第

一

五
、

O
五
六
、

O
七
四
円
也

庫

補

国県

補

助

一
、
五
三
二
、

0
0
0円

一九
O
、
0
0
0円

二
、
三
三
四
、

O
七
四
円

一、

0
0
0、
0
0
0円

助

一
般
会
計
よ
り
繰
入
れ

起内外医

児

債科科科

283 

師

名
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② 

宥

婦

護

名

284 

T
コ4

甘
弓

務

『哉
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四
名

の

O
工
事
完
了
年
月
日

昭
和
三
十
一
年
十
一
月
六
日

歯科診療所の風景

O
診
療
開
始
年
月
日

昭
和
三
十
二
年
一
月
二
十
日

村
内
唯
一
の
医
療
機
関
と
し
て
村
民
の
病
気
治
療
保
健
管
理
の
上
で
多
大
の
恩
恵
を
残
し

て
い
る
が
、

o
面
河
村
国
民
健
康
保
険
診
療
所
条
例

o
面
河
村
国
民
健
康
保
険
診
療
所
規
則

に
よ
り
医
療
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

条
例
第
三
条

任
務
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

① 

国
民
健
康
保
険
そ
の
他
社
会
保
険
の
主
旨
に
基
づ
き
、
之
が
模
範
的
な
診
療
及
び

一

本
村
に
お
け
る
保
険
施
設
の
中
核
と
し
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
。

般
患
者
の
診
療
を
行
い
、
国
民
健
康
保
険
事
業
を
円
滑
に
実
施
す
る
こ
と
。

国
民
健
康
保
険
診
療
及
び
保
険
施
設
に
関
す
る
研
究
調
査
を
行
い
、
国
民
健
康
保
険
の
健
全
な
る
運
営
に
貢
献
す
る
こ
と
。

③ 

。
歯
科
診
療

生
活
の
向
上
と
歯
科
疾
患
と
は
比
例
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
本
村
に
お
い
て
も
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
患
者
は
急
増
の
傾
向
に
あ
っ



た
。
特
に
小
・
中
学
生
の
そ
の
擢
患
率
は
高
く
、
治
療
に
は
御
三
戸
又
は
久
万
ま
で
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
状
で
あ

っ
た
が
、
本
村

に
も
、
昭
和
五
十
三
年
度
地
域
振
興
事
業
の
一
つ
と
し
て
歯
科
診
療
施
設
を
設
置
し
て
、
治
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
、

喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。

O
面
河
村
歯
科
診
療
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

第

一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法

〈
昭
和
幻
年
法
律
第
訂
号
〉
第
%
条
第
1
項
第
6
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
歯
科
診
療
施
設
の
設
置
及
び
管

理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条

住
民
の
医
療
福
祉
の
向
上
と
保
健
予
防
思
想
の
普
及
を
目
的
と
し
て
、
次
の
施
設
を
設
置
す
る
。

面
河
村
大
字
柚
野
口
番
耕
地
花
番
地

歯
科
診
療
施
設

第
二
条
の
施
設
は
、
常
に
良
好
な
状
態
に
お
い
て
管
理
し、

そ
の
設
置
目
的
に
応
じ
て
最
も
効
率
的
に
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

村
長
は
、
公
益
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は、

施
設
の
使
用
を
定
め
、

且
つ
使
用
者
に
そ
の
管
理
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

委
託
を
受
け
た
使
用
者
は
、
村
長
が
管
理
上
指
示
し
た
事
項
に
留
意
し、

常
に
善
良
な
注
意
を
も
っ
て
使
用
管
理
に
当
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

、。、
L
V

第
三
条

附 第
則四

足
〆~内・

保健衛生

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
村
長
が
別
に
定
め
る
。

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

O
診
療
所
整
備
事
業
費

一
五
、
一

O
四
、

0
0
0円

(サ
域
振
興
事
業
補
助
金

285 
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七
、
五
五

二、

0
0
0円

七
、
五
五
二
、

0
0
0円

財

般

源

O
工
事
完
了
年
月
日

昭
和
五
十
四
年

一
月
二
十
二
日
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第
六
章

社
会
福
祉

社
会
福
祉
事
業
は
歴
史
が
古
く
、
昭
和
の
初
期
よ
り
方
面
委
員
の
名
の
も
と
に
、
生
活
の
保
護
・
指
導
救
済
な
ど
か
ら
出
発
し
た
。
そ

の
後
社
会
福
祉
行
政
及
び
事
業
は
急
速
に
進
み
、
各
種
法
令
の
制
定
と
と
も
に
そ
の
活
動
も
活
発
に
な
っ
た
。

方

面

委

員

令

児

童

福

祉

法

民

生

委

員

法

身
体
障
害
者
福
祉
法

昭
和
十

一
年
十
一
月
十
四
日

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
二
日

昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日

社
会
福
祉
協
議
会

生

活

保

護

法

老

人

福

祉

法

母

子

福

祉

法

児

童

手

当

法

昭
和
二
十
五
年
五
月
四
日

昭
和
三
十
八
年
七
月
十
一
日

昭
和
三
十
九
年
七
月
一
日

昭
和
四
十
六
年
五
月
二
十
七
日

で
あ
る
。

本
村
の
社
会
福
祉
協
議
会
の
結
成
は
、
上
浮
穴
郡
社
会
福
祉
協
議
会
の
結
成
に
遅
れ
る
こ
と
五
年
、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日

(
目
的
〉

第
三
条

本
会
は
面
河
村
に
お
け
る
社
会
福
祉
事
業
の
能
率
的
運
営
と
組
織
的
活
動
を
促
進
し
、
も
っ
て
地
域
社
会
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

(事
業
〉
第
四
条

ω
社
会
福
祉
事
業
の
連
絡
並
び
に
総
合
的
計
画

ω
社
会
福
祉
事
業
施
設
の
連
絡
並
び

に
育
成

制
社
会
福
祉
事
業
調
査
研
究
並
び
に
指
導

社会福祉第 6章
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自

民
生
委
員
(
児
童
委
員
)
等
、
社
会
福
祉
奉
仕
者
。
連
絡
並
び
に
育
成

県
・
郡
社
会
福
祉
協
議
会
の
連
絡
並
び
に
調
整

社
会
福
祉
事
業
従
事
者
の
養
成
並
び
に
資
質
向
上

社
会
福
祉
事
業
の
啓
発
宣
伝

共
同
募
金
の
実
施

社
会
福
祉
事
業
従
事
者
の
福
利
増
進

世
帯
更
生
資
金
並
び
に
医
療
費
貸
付
の
業
務

そ
の
他
、
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業

第 5編

生
活
保
護
法
と
そ
の
活
動

「
:
:
:
生
活
に
困
窮
す
る
全
て
の
国
民
に
対
し
、
そ
の
困
窮
の
程
度
に
応
じ
、
必
要
な
保
護
を
行
い
、
そ
の
最
低
限
度
の
生
活
を
保
護

す
る
と
共
に
、
そ
の
自
立
を
助
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
た
生
活
保
護
法
が
施
行
さ
れ
て
久
し
い
。

上
浮
穴
郡
五
か
町
村
及
び
郡
平
均
保
護
率
を
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ーテ慧 加国 ?t
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昭
和
三
十
年
、
昭
和
三
十
五
年
あ
た
り
を
見
る
と
本
村
は
郡
内
で
も
保
護
率
は
下
位
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
四

0
年
代
か
ら
急
増
し
、
以

後
都
内
最
高
位
に
あ
る
。

さ
ら
に
本
村
の
人
口
推
移
と
被
保
護
人
口
の
推
移
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
の
人
口
四
七
六
四
名
に
対
し
六
六
名
、

一
・
三
九
%
に
対
し
て
、
昭
和
五
十
三
年
は
人
口
一
五
七
二
名
に
減
少
し
て
い
る
の
に
四
六
名
、

二
・
九
三
%
と
な
り
、
人
口
が
三
分
の

一
に
減
少
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
被
保
護
人
口
は
余
り
減
っ
て
い
な
い
現
状
で
あ
る
。

置
ω印

面目。

罰
印
ω

買
品
。

罰
合

週
ω
o

〉

帯

A
H
・
吋
O

AH

帯意

AF

∞hF
O
 

ω・
吋

N
G

]「

印

吋

N

ロ

δ 

>-1窓
口 1 :荊

01際
法 1>--
斗 |ロ

が |δ

壁 |詩

吟 |噂

-.] 
ι。

(.Jl 
(.Jl 

中‘
σコ

N

A肝
N

N
-

∞。

日
・
∞
吋

N
-cω 

】
戸

.
H
AF

民
生
委
員
法
と
そ
の
活
動

民
生
委
員
の
任
務
は
、
民
生
委
員
法
第
十
四
条
に
規
定
し
て
あ
る
と
お
り

社会福祉

常
に
調
査
を
行
い
、
生
活
状
態
を
審
か
に
し
て
置
く
こ
と
。

保
護
を
要
す
る
者
を
適
切
に
保
護
指
導
す
る

こ
と
。

社
会
福
祉
事
業
施
設
と
密
接
に
連
絡
し
、
そ
の
機
能
を
助
け
る
こ
と
。

社
会
福
祉
事
業
法
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
の
莱
務
に
協
力
す
る
こ
と
。

な
ど
を
職
務
と
し
て
定
め
、
民
生
安
定
・
生
活
の
保
護
指
導
な
ど
、
法
第
十
条
に
示
す
よ
う
に
名
誉
職
と
し
て
献
身
的
に
活
躍
し
て
い

289 
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委
員
二
二
名



治

四

母
子
福
祉

290' 

自

母
子
福
祉
は
、
昭
和
二
十
四
年
母
子
福
祉
対
策
が
打
ち
出
さ
れ
、
相
談
員
に
よ
っ
て
母
子
家
庭
の
相
談
指
導
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
本

第 5編

村
に
お
い
て
も
昭
和
三
十
五
年
に
母
子
福
祉
会
が
結
成
さ
れ
た
。
当
時
二
三
名
の
多
き
に

の
ぼ
っ
た
が
、
児
童
が
満

一
八
歳
に
達
す
れ
ば

権
利
を
消
失
す
る
た
め
、
現
在
八
名
で
あ
る
。
昭
和
五
十
年
か
ら
医
療
補
助
を
開
始
し
、
自
己
負
担
金
の
全
額
を

額

3，940，000円

3， 813， 000 

4，280，000 

金世 帯 数¥------1 
昭和52年度

補
助
し
て
い
る
。
昭
和
三
十
九
年
母
子
福
祉
法
が
施
行
さ
れ
て
、
母
子
福
祉
事
業
は
い
っ
そ
う
充
実
し
今
日
に
至

っ
て
い
る
。

五

児
童
福
祉

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
二
日
児
童
福
祉
法
が
制
定
さ
れ
た
。
児
童
福
祉
法
第
一
条
に
「
す
べ
て
の
国
民
は
、

児
童
が
心
身
共
に
健
や
か
に
生
ま
れ
、

且
つ
育
成
さ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
児
童
は
、

ひ

と
し
く
そ
の
生
活
を
保
障
さ
れ
、

愛
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

と
規
定
さ
れ
て
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
た

児
童
を
健
全
に
育
成
し
、
生
活
保
障
愛
護
す
る
の
は
、
国
民
全
体
の
責
任
で
あ
る
と
明
記
し
た
。

さ
ら
に
、
昭
和
四
十
六
年
五
月
二
十
七
日
児
童
手
当
法
が
制
定
さ
れ
、

「
:
:
:
次
代
の
社
会
を
に
な
う
児
童
の

健
全
な
育
成
及
び
資
質
の
向
上
に
資
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
児
童
福
祉
法
と
相
ま
っ
て
、
児
童
福
祉
は
充
実

し
て
き
た
。

数
年
間
の
支
給
状
況
は
上
の
と
お
り
で
あ
る
。



-l回ム

/"、

老
人
福
祉

て
い
る
の
は
、

「
国
民
保
健
思
想
の
徹
底
、
医
学
の
進
歩
加
え
て
医
療
施
設
・
行
政
の
充
実
と
相
ま
っ
て
、
人
口
構
成
が
老
齢
化
の
一
途
を
を
た
ど
っ

日
本
全
体
の
傾
向
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
背
負
い
活
躍
し
て
こ
ら
れ
、

今
日
を
築
い
て
こ
ら
れ
た
老
人
は
、
多
年

に
渡
り
社
会
の
進
展
に
寄
与
し
て
来
た
者
と
し
て
敬
愛
さ
れ
、
且
つ
健
全
で
安
ら
か
な
生
活
を
保
障
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」
昭
和
三
十

{→ 

老
人
医
療

八
年
七
月
十
一
日
制
定
さ
れ
た
老
人
福
祉
法
の
基
本
的
理
念
は
、
こ
の
よ
う
に
う
た

っ
て
い
る。

琵仏∞

木
村
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
六
年
条
例
化
、
昭
和
四
十
七
年
か
ら
実
施
し
て
い
る
。
対
象
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

琵
色

一

-一回
g

一

z
同
日

一

H

∞。

一

最
日
N

盟
国
日

ω

Z
同
日
仏

官
出
品
。

盟
国
品
、
吋

注t

警F

品
時
潜

(
〉
)

日
戸

∞

N

い
戸

∞

吋

]
{
∞
川
町

同∞。

。
老
人
家
庭
奉
仕
事
業

老
人
福
祉
法
第
十
二
条
に
よ
り
、
本
村
で
も
昭
和
四
十
七
年
よ
り
制
定
。
ホ

ー
ム
ヘ
ル
パ

l
菅
曽
乃
江
を
嘱
託
と
し
て
施
行
し
て
き

社会福祉

た
。
現
在
ま
で
の
対
象
者
は
次
の
と
お
り
。

バ
ハ
川
ω

議
議
一

σコ

αコ

第 6章

盟
国
A
F

∞

罰
百

面

$

司
副
切
。

〕
F

∞。

]
戸

ω吋

い
戸
市

Vω

N
0
0
 

国
忠

盟
国

ωH

面
白

司副

ωN
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昭
和
四
十
五
年
五
月
二
十
一
日

心
身
障
害
者
対
策
基
本
法

昭
和
四
十
九
年
三
月
十
五
日

面
河
村
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
条
例

昭
和
五
十
年
三
月
十
七
日

面
河
村
重
度
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
支
給
条
例

こ
れ
ら
の
法
や
条
例
に
基
づ
き
本
村
で
も
昭
和
四
十
五
年
に
面
河
村
身
体
障
害
者
福
祉
協
議
会
が
結
成
さ
れ
た
。

現
在
対
象
者

七
級

i
三
級

三
二
名

二
級

i
一
級

一
四
名

計

四
六
名

O
二
級
j

一
級
の
一
四
名
に
つ
い
て
は
福
祉
手
当
年
五
、

0
0
0円
を
昭
和
五
十
年
よ
り
支
給

O
二
級

i
一
級
の
一
四
名
の
医
療
に

つ
い
て
は
自
己
負
担
分
を
村
及
県
で
全
額
補
助
し
て
い

る。

八

国
民
年
金

社会福祉

国
民
年
金
制
度
は
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
理
念
に
基
づ
き
老
齢

・
廃
疾
又
は
死
亡
に
よ
っ

て
国
民
生
活
の
安

定
が
損
わ
れ
る
こ
と
を
国
民
の
共
同
連
帯
に
よ
っ
て
防
止
し
、
も
っ
て
健
全
な
国
民
生
活
の
維
持
及
び
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

第 6章

し
て
制
定
さ
れ
た
。
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戦
後
、
老
齢
者
・
身
体
障
害
者
及
び
母
子
世
帯
の
置
か
れ
て
い
る
生
活
状
態
は
、
社
会
情
勢
の
推
移
及
び
経
済
変
動
の
影
響

を

受

け



治

て
、
極
め
て
厳
し
い
も
の
が
あ
り
、

こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
年
金
を
支
給
所
得
保
障
を
行
う
こ
と
は
緊
急
の
課
題
と
な
っ
た
。
特
に
老
齢

294 

者
に
つ
い
て
、
戦
後
老
齢
人
口
が
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
急
激
に
増
加
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
必
要
性
は
さ
ら
に
強

自

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
要
請
に

こ
た
え
、
こ
こ
に
社
会
保
障
制
度
の

一
環
と
し
て
国
民
年
金
制
度
を
確
立
し
、
老
齢
者
・
身
体
障
害
及

第 5編

び
母
子
世
帯
の
状
態
に
あ
る
国
民
す
べ
て
に
年
金
を
支
給
し
、
こ
れ
を
生
活
設
計
の
支
柱
と
し
て
国
民
生
活
の
安
定
を
図
る
体
制
を
確
立

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
従
来
、
我
が
国
の
社
会
保
障
制
度
の
う
ち
、
老
齢
・

廃
疾
及
び
死
亡
に
対
し
て
所
得
保
障
を
行
う
公
的
年
金
制
度
は
、

定
の
条
件
を
備
え
た
被
用
者
を
対
象
と
す
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
他
の
一
般
国
民
に
は
な
ん
ら
こ
の
種
の
保
障
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
の
制
度
に
お

い
て
は
、
年
金
制
度
の
対
象
を
農
林
漁
業
者

・
商
工
業
者
の
自
営
業
者
・

零
細
企
業
の
被
用
者
な
ど

を
含
む
全
国
民
に
及
ぼ
し
、
全
国
民
が
老
齢
、
廃
疾
及
び
死
亡
に
よ
っ
て
そ
の
生
活
が
損
わ
れ
る
こ
と
を
未
然
に
防
止
し
、
健
全
な
国
民

生
活
の
維
持
及
び
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
村
の
拠
出
制
国
民
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、

ω
農
業

・林
業
・
商
業
の
自
営
業
者

ω
小
規
模
工
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
者

ω
日
雇
労
務
や
無
職
者

な
ど
の
従
事
者
や
そ
の
家
族
を
対
象
と
し
て
お
り

O
国
民
年
金
被
保
険
者
の
推
移
を
見
る
と
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面
河
村
教
育
委
員
会
の
推
せ
ん
す
る
委
員

名

296 

面
河
村
民
生
委
員
会
の
推
せ
ん
し
た
委
員

そ
の
他
村
長
が
必
要
と
認
め
た
学
識
経
験
者

名
=
一名
以
内

。
面
河
村
住
民
セ
ン
タ
ー

(設
置
及
び
管
理
条
例

抜
粋
)

(設
置
〉
住
民
セ
ン

タ
ー
設
置
の
目
的

面
河
村
開
発
の
主
体
と
な
る
村
民
意
識
の
高
揚
を
は
か
り
、
村
勢
の
振
興
発
展
を
期
す
る
た
め
、
産
業
の
再
開
発

・
教
育
文
化
の
普
及

・

生
活
改
善
の
推
進
・

福
祉
の
増
進

・
情
報
連
絡
生
活
便
益
の
提
供
を
通
じ
て
、

新
し
い
村
づ
く
り
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
の
総
合
的
、
且
つ

拠
点
的
な
施
設
と
し
て
、
住
民
セ
ン

タ
ー
を
設
置
す
る
。

第
二
条

(
使
用
制
限
〉
村
長
は
左
の
条
項
の
場
合
は
使
用
を
許
可
し
な
い
。

第
六
条

も
っ
ぱ
ら
営
利
を
目
的
と
し
て
活
動
す
る
と
き
。

特
定
の
政
党
の
利
害
に
関
す
る
活
動
を
す
る
と
き
。

特
定
の
宗
教
を
支
持
し
、
ま
た
は
特
定
の
宗
派

・
教
派
も
し
く
は
教
団
を
支
持
す
る
行
動
を
行
な
う
と
き
c

公
安
を
害
し
、
風
紀
や
秩
序
を
み
だ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
。

施
設
な
ど
を
滅
失
し
、
ま
た
は
汚
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

そ
の
他
住
民
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
き
。

を (6)(5) (4) (3) 
民
セ

ン

タ

の
施
設
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ハ
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会
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務
局
)

O
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婚
式
場

O
大
ホ

l
y
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